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論 文 内 容 要 旨

日本には、125の 保健 ・医療生協が あり、全国で は日本生協連医療部会 を組織 している。彼 らの

活動 は、利用者である住民組合員 に保健 ・医療 サービスを提供することには じまり、 自主的保健活

動や 『患者の権利章典』の採択などで、国際的にも注 目を浴びている。 さらに、国際的な専門機関

設立においては指導的役割を果 たしなが ら、発展を続 けている。

日本の医療生協 も含め、保健及び社会ケア領域 における協同組合 は、世界43力 国に存在 している。

このよ うな協同組合の活動が注 目され、国連 は、世界の保健及び社会 ケア協同組合を調査 し、 その

事業 目的 と所有形態を中心 に分類を行 なった。 そのなかで、 日本の医療生協 は専 ら保健 ・医療 サー

ビスを提供す る利用者所有保健協同組合 として分類された。 また、 日本の医療部会 自身 も利用者所

有保健協同組合 と規定 し、 その組織的特徴が医療生協 らしい活動を生み出 していると述べている。

それに対 して、長年、医療生協研究 に携 わって きた日野秀逸は、 日本の医療生協 の組織的特徴 は

利用者(消 費者)で ある住民組合員 と提供者(供 給者/生 産者)で ある職員組合員の共同所有 にあ

るのではないかと述べ、 日本の医療生協を 「日本型消費者供給者共同所有保健協同組合」 と把握 し

た上で、それが 「医療生協の特徴 ・優位性を形成す る要素である」 と問題提起 した。

そこで、筆者 は、再度、医療生協の組織的特徴を検討 し、次のように整理 した。

①構成員:組 合員構成か らは、利用者提供者共同所有である。
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② 目的:利 用者志向型であり、利用者提供者の目的の共有が行われ る。

③事業/運 動:利 用者志向型であり、提供者 との共同を必要 とす る。

④意思決定/組 織運営:利 用者意思決定、提供者意思決定、利用者提供者共同意思決定の三っが考

え うるが、提供者意思決定だけの先行 は克服 されよ うとしている。

以上 は、確かに日野の提起するとお り、利用者 と提供者の複合的性格 を見せていると考え られる。

しか し、 この整理は現状分析を主 と しているため、 その形成過程か ら組織的特徴を把握することが

重要 と考え、 日本の医療生協の草分 け的存在である鳥取 医療生活協同組合を取 り上げ、三っの時期

区分の もとに組織的特徴の把握を試みた。結果は、次の通 りである。

①構成員

組合員構成は、 どの時期において も住民組合員 と職員組合員で構成 され、構成割合 は住民組合員

が圧倒的多数であ り、歴史を通 じて客観的に変化 はない。 しか し、歴史を経 るにっれ、 この組合員

構成の認識 を徐々に深め、試行錯誤を通 じて、 この組合員構成 をふまえた方針を提起 し実践 に移 し

ていった。

生成期 は、全員が創設者であり、住民組合員 と職員組合員を含む渾然一体 と した組合員構成か ら

はじま った。最初か ら利用者 と提供者 の区別 と共同を意識 して医師や看護婦 を雇用 したわけではな

く、未分化一体の組合員構成か ら得 られた結果であった。

確立期には、住民組合員 と職員組合員 とい う認識が深 まり、それぞれの役割、活動の場が徐 々に

確立 された。未分化一体だ った住民組合員 と職員組合員が、分化発展 した時期である。

発展期 には、一人一人の組合員 自身が自らの権利 ・義務 を再認識 し、主体的な組合員 と して医療

生協活動 にかかわ りは じめた。住民組合員 と職員組合員がそれぞれの役割を発揮 しなが ら共同を軸

に医療生協活動をは じめ る。

したがって、鳥取医療生協は利用者所有保健協同組合 としては じまったが、組合員構成が利用者

と提供者の双方で構成 されていることを認識 し、 それぞれの役割 と共同 という立場 をとり、構成員

の実体 に立脚 して今 日に至 ったと言え る。 この構成 は今後 も変 わ らない。

② 目的

目的は、 その創設か ら現在に至 るまで、利用者 に貢献することを目的 としており、その意味では

一貫 して利用者志向型の保健協同組合であ る
。歴史を経て変化 したのは、利用者志向に徹 しなが ら

も提供者 と目的を共有す る方向性 を模索 し、内容を豊かに していったことである。

生成期で は、労働者の健康を守 ることを目的に、診療所建設が当面 の目標 となっていた。その後、

地域社会や職域における保健活動に活路を見 いだす。

確立期に入 ると、組合員の組織整備 に伴 って、住民組合員 と職員組合員の一定 の呼応関係が形成

される。そ うして労働者 の健康を守 るとい う初期の 目的を、治療か ら社会復帰、健康づ くりへと内

容を豊かに してい く。

発展期に入ると、個々の組合員 の自覚的、主体的参加 の場が形成 され、職員組合員 と住民組合員

の接点が増え、 それぞれの局面 で目的が共有 されるようにな った。
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③事業/運 動

事業/運 動 も、 目的に連動 して、一貫 して利用者志向の展開が行 われている。 その経過で特徴的

だったことは、事業 も運動 も、利用者か提供者の どち らか一方が参画できない場合 には、概ね困難

をきわあるな り、不成功に終わ っていることである。っ まり、利用者のための事業/運 動 の展開で

ありなが ら、利用者 と提供者の共同な しには成功 しないとい うのが、歴史的考察か らの結論であ る。

生成期には、医師確保 の問題か ら提供者 との共同を構築することを組織の機能 として内在 させる

必要 を学 び、組合員の中の職員組合員 とい う認識を もっ きっか けとな った。

確立期 には、医療機関の開設が相次いで行 われたが、地域診療所では提供者である医師確保が困

難 となり、事業所診療所では、利用者である住民(職 域)組 合員が継続的に参加す る班がな く、 ど

ちらも閉鎖に至 った。鹿野温泉病院建設では、住民組合員、職員組合員双方の参加がないうちは見

通 しが立たなか った。 これ らの事実 は、医療生協の事業/運 動が住民組合員 と職員組合員の共同の

場 として成立すべきであることを示 している。ただ し、利用者 に貢献するという目的 と圧倒的多数

が住民組合員であるとい う客観的基盤に依拠す るとい う点で は、一貫 していた。

発展期 には、利用者に貢献す る目的 と事業 のもとに、 自覚的主体的な住民組合員の育成 と共同す

る職員組合員の育成が、 日常的に迫求され るようになった。

④意思決定/組 織運営

意思決定/組 織運営において最 も重要 なことは、創設の最初か ら生協法を検討 し、生協法人 を選

択 し、生協法 に則 った意思決定 と組織運営を続けて きた ことである。住民組合員 にも職員組合員 に

も同様 に権利 ・義務があり、それ らがよ り完全 に行使で きる組織機構の整備を追求 してきたことが、

意思決定/組 織運営の歴史的経過そのものである。

創設 までは、組織運営 の中心 となったのは呼 びかけ人で あり、生成期 には、「発起人会」 がイニ

シアチ ブをとり、初年度の役員 はそこか ら互選 された。 ここまでは、主要 には利用者 ・提供者 の区

別のない全組合員の意思決定 という一 っの形態だけである。住民組合員 と職員組合員の区別やそれ

ぞれの組織機構 は、確立期 に入 って形成 され る。鳥取医療生協 は、 この時点で利用者意思決定、提

供者意思決定 という二っの形態 の基盤 を確立 し、理事 ・役員は、両者 を徹底 して統一す る立場 を貫

きなが ら組織運営にあたった。

発展期 にはいると、住民組合員 と職員組合員 という構成 によって、 目的の共有によって、共同で

成立す る事業/運 動 によ って、徐々に両者の共同の場が形成 され、利用者 と提供者の共同意思決定

が、そのよ うな活動の随所 に現れ る。

したが って、意思決定/組 織運営 の歴史的考察の結果は、渾然一体 と した全組合員 の意思決定か

ら、利用者意思決定、提供者意思決定、利用者提供者共 同意思決定の三っの形態を形成 しつっある

ということで ある。 これ ら、三っの意思決定の形態は、 それぞれ無関係 に存在す るのではな く、課

題や領域、内容に応 じて、それ らがどのように生か され るかが、今後 の課題 となろう。

以上、鳥取医療生協は、利用者 と提供者の共同がその創設か ら意図 して固定的に形成 された もの

ではな く、実践を通 じて形成 され、 その創設期か ら潜在的にあった共同所有の実体 を顕在化 させ、
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後 に認識を深めなが らよ り的確に方針化 し、利用者提供者共 同所有の実体に則 した保健協同組合 と

して成長 した。利用者に貢献す ることを追求すればす るほど、絶えず利用者 と提供者の共同を不可

欠の もの と認識 して今 日を築いて きた鳥取医療生協 の場合、利用者所有保健協同組合か ら出発 して

提供者 との共同を必要 とし、実質的に利用者提供者共同所有保健協同組合 に発展 したケース(国 連

調査報告書の分類[1.1.2.2.1]の タイプ)に 近い。

日本の医療生協のほとんどは、住民組合員 と職員組合員によって構成 されており、一貫 して利用

者志向型である。鳥取医療生協 も含 めた 日本の医療生協全体の発展の事実か ら考えると、利用者提

供者共同所有保健協同組合 として、 その組織的特徴 を深 く把握することが、今後の一層 の発展にっ

ながるので はないか と考える。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文 は、消費生活協同組合法に もとつ く医療協同組合(以 下、医療生協)の 組織的特徴を、国

連による分類や 日本生活協同組合連合会医療部会(以 下、医療部会)の 自己規定に対す る批判的検

討 を踏まえた上で、 日本の典型的な医療生協である鳥取医療生協の創立(1951年)か ら1997年 まで

の歴史に即 して析出 した ものであ る。

論者 は、国連が1996年 に発表 した保健 ・医療 ・社会 ケァ領域 の協同組合 に関する包括的な調査報

告書 において、 日本の医療生協が利用者所有保健協同組合(国 際的にはhealthco-operativeが 用

いられる)に 分類 されていること、鳥取医療生協が加盟 して いる医療部会 も自 らを利用者所有保健

協同組合 と規定 していること、それに対 して日野秀逸が 日本型消費者供給者共同所有保健協同組合

という概念を提起 していること、 これ らを丹念 に整理す る。その上で、1)構 成員、2)事 業 目的、

3)事 業 と運動の内容、4)意 志決定の4っ の側面か ら、再検討を加えて 「利用者 と提供者の複合

的協同組合」 という規定 を日本の医療生協に与 える。

以上の仮説 を歴史的に論証すべ く、論者 は鳥取医療生協の歴史的検討に進む。検討の素材 は、上、

下、資料篇併せて1739頁 の 『鳥取医療生活協 同組合史』、設立当時の関係者 に対す る詳細な ヒア リ

ング、及び各種の第一次資料である。論者 は組織実態 に着 目 して、全体の歴史を3っ(生 成期、確

立期、発展期)に 時期区分 し、それぞれにっいて上記の4っ の側面を分析する。論者 は、鳥取医療

生協は、利用者 と提供者 の共同による生成、発展を しめ しているが、 この共同 は創設時か ら意図 さ

れた ものではな く、実践 を通 じて形成 され、生成期には潜在的であ った共同所有 の実態を次第 に顕

在化 させ、 このことを自覚的 に認識 して、事業 ・運動 ・組織 の各方針を的確な ものに練 り上げ、利

用者提供者共同所有保健協同組合 と して成長 したとの結論を得 る。そ して、利用者に貢献す るとい

う利用者所有保健協同組合の側面を追求すればす るほど、利用者 と提供者の共同の深化 ・拡大が不

可欠 であることを、史実 に即 して論証する。最終 的には、鳥取医療生協 は、利用者所有保健協同組

合か ら出発 して、次第 に提供者 との共同の不可避性 を認識 し、その認識を組織運営に反映 させ、国

経293



連報告書の言 う、「実質的には利用者提供者共同所有保健協 同組合」 に発展 した もの との結論を得

る。 この結論 は説得的である。

本論文 は、鳥取医療生協 とい う限定 された対象につ いてではあ るが、国際的に注目されている日

本 の医療生協 の組織的特徴 を解明す ることに成功 してお り、 さらに一般的な命題へ発展 させ ること

が期待 され る。 日本の個別の医療生協(単 協)を 対象 とす る、系統的な構造的歴史研究 は、本論文

が最初であり、先駆的な意味は大 きいと思われる。

よって、博士(経 済学)論 文 として合格 とする。
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